
審査基準（公表用）               様式第３号 
所管部（局）・課 産業労働部産業人材課   

法令名 職業能力開発促進法 法令番号 昭和４４年法律第６４号 
手続名 職業訓練指導員免許の交付 根拠条項 第２８条第３項 

審 

査 

基 

準 

 
・法第２８条第３項各号の一に該当していること 
 〈関連規則等〉 
  施行規則第３８条、３９条、４０条 
  施行規則附則９条 
  昭和４４年１０月１日労働省告示第３８号（別添１） 
  昭和４５年７月１日労働省告示第３９号（別添２） 
 
・法第２８条第５項の各号に該当していないこと 

受付

機関 
産業人材課 

処理

機関 
産業人材課 

交付

機関
産業人材課 

標準処理期間 １５日 目次

№ 
 

 標準経由期間      日 
 


